
評点

４点

３点

３点

利用者数は経営努
力に依らない為、
評価点としない。

３点

４点

４点

３点

３点

　住　所　恵庭市黄金南１丁目３１３番地５

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和2年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 恵庭墓園

所　在　地 恵庭市西島松２２７番地３外

指定管理者

　名　称　恵庭まちづくり協同組合

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

１０点

　代表者　理事長　齊藤　一史

評価基準等

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管理者に
よる自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒアリング等により
把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の履行状況
や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を行った上で、総合評
価を行いました。

評価の理由

  本指定管理者が行う墓園業務は、除草・剪定等の屋外施設管理が主であり、それぞれに専
門性が求められる業務であるが、本指定管理者は多様化する市民ニーズに対応できるように
運営努力をしており、下記の内容から総合的に判断して良好と評価します。
○経費の削減並びに効率的な運営に努め、その利益で自発的に市民還元を行なった。
○指定管理者である恵庭まちづくり協同組合には造園業者が加入していることもあり、墓園
内の花壇はきれいに整備されている。
○管理事務所において、墓参セット（ロウソク、線香）、納骨袋等を販売し、お盆には仏花
の販売を行う等経営努力を行っている。
○墓参者が墓所区画で刈った草を管理事務所先で回収するサービスを行っている。
○納骨後不要となる骨箱、骨壷を回収・処分する利用者サービスを行っている。
〇消毒液の設置や仕切ボードの設置など、新型コロナ対策を実施している。
〇市民アンケートでの要望をうけ、管理事務所に車椅子を常備した。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

利用者からの要望やアンケートに対して、丁寧に対応していることが伺える。
物品販売の利益も利用者に還元されており、利用者のニーズに合った取り組み
ができていると評価できる。
多目的広場の利用が促進されるよう今後の周知活動等に期待したい。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

７点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

２７点／４０点

担当部署
（問合せ先）

生活環境部　環境課

℡：0123-33-3131内線１１４１

E-mail：kankyou@city.eniwa.hokkaido.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

１０点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）













評点

3点

4点

3点

3点

4点

4点

3点

3点

3点

　住　所　東京都江戸川区東葛西６丁目１６番地２

評価項目

１．適正な管理運営に対する取り組み

２．効果的かつ効率的な運営に対する取り組み

令和2年度　事業評価（モニタリング）シート

施　設　名 恵庭市恵み野子どもの集う場所

所　在　地 恵庭市恵み野北３丁目１番１

指定管理者

　名　称　学校法人滋慶学園

３．利用者の満足度に対する取り組み

合　　　　　計

総合評価 B

①利用者の意見を管理運営に反映させたか

③備品の管理は適切であったか

9点

　代表者　理事長　浮舟　邦彦

評価基準等

　本施設の管理運営業務の確認にあたっては、事業報告書、実地調査、指定管
理者による自己評価、利用者アンケート、利用者の意見、指定管理者のヒアリ
ング等により把握しました。
　その後、指定管理者の選定に用いた選定基準等に示された具体的な業務の履
行状況や利用者からの要望・苦情の有無などについて、区分毎に評価を行った
上で、総合評価を行いました。

評価の理由

新型コロナウィルス感染症の影響により閉館や利用制限、事業中止等が相次い
だが、管理運営は概ね良好である。
利用者数の充実を図るために、学校法人の強みを生かした独自のイベントを開
催したり、定期的な会議による事業の見直しや今後の検討を行うことで、地域
の子どもや保護者の居場所となるよう取り組んでいることからも評価できる。
今後は、コロナ収束後を見据え、引き続き地域住民の声を取り入れ、更に効率
的・計画的な運営に取り組むことを期待する。

指定管理者
モニタリング会議

コメント

コロナ禍においても利用者のニーズに合わせた取り組みや工夫がなされてい
る。
休館中も、月に複数回職員を参集し会議を行うなど、積極的に諸問題に取り組
んでいる。コロナ収束後を見据え、利用者を増やすための方策について検討し
ていただきたい。

②光熱水費等の分析（過去の平均等との比較）

③経費の削減並びに効率的な運営をおこなえたか、また、その利
益・余剰金の市民還元はおこなえたか

11点

②苦情の対応処理は適切におこなえたか（主な件数、内容の分
析）

30点／45点

担当部署
（問合せ先）

子ども未来部　子ども家庭課

℡：0123-33-3131内線1236

E-mail：kodomokatei@city.eniwa.hokkaido.jp

①関係法令・仕様書・実施計画に沿って運営したか

②担当職員連絡会議及び研修会の開催実績

③労働関係法令の遵守（労働条件審査に対する指摘事項の改善、
就業規則が最新の法令に沿っているか、最低賃金等）

10点

①利用者及び利用料の増減の分析（過去の平均等との比較）
















